
資料3-1

社会的養護の課題と将来像についての論点
― ― ― ―  (第 1回の社会的養護課題検討委員会における各委員からの

主なご議論を整理し、第 2回の議論に供する資料 :未定稿)
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(1)

総論的事項
未定稿

社会的養護の理念について

社会的養護の養育理念を改めて明確化し、関係者で共有し、ヽ社会全体での

理解を高めていくことが必要          ‐

◆ F社会的養護」とは

・社会的養護とは、保護者のない児童やt保護者に監護させることが適当でない児童を、

公的責任で社会的に養育すること

◆「社会的養護における理念」

・社会全体で子ども本位に育む息子どもの最善の利益のために。   |:

・基本理念を施設最低基準で示すとともにti施設ごとの養育指針等で具体的に明確化

◆「家庭的養護の推進」        |                  (
日本来の家庭における養護の支援    |‐
ご家庭的養護 (里親tフ アミリ■ホ‐ム) .          ‐    ‐

・施設養護においても、
1で

きる限り家庭的な環境で養育 (小規模グル■プケア、グルT
,プホニム)        |        ‐       1 1   ′
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要保護
要保護児童に対する社会的養護は、特定妊婦日要支援児童に対する支援施策と連携して考える必要があり、⌒
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が密接に連携して推進

(2) 児童・要支援児童に対する施策の全体像について 未定稿

口要支援児童 (保護者の養育を支援することが特に
必要と認められる児童)

・特定妊婦(出産後の養育について出産前において
支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)



2■社会的養護の各梅設等種:u.ことの課題と将来露
(1)児車養護施設の課題と将来像  ● 111
小規模化と施設機能の地域分散1ヒによる家庭的養護の推進 f ■

>ケア単位の小規模化 → 将‐来は全施設を小規模グルニプケア化 (オ‐ル■ニット化)

ヽ本体施設の小規模化、高機能化 →小規模イヒと併せて人員配置を引上げ:

>施設によるファミリ■ホ■ムの設置、里親の支援 →施設は地域の社会的養護の拠点に

施設規模 大

ケア単位 大
(大舎制、中舎制)

未定稿

1施設が里親支援
と里親委託推進
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(参考1)社会的養護における家庭的養護の推進

里親等委託率
二二 1 里親+フアミリTホニム

未定稿

児童自立生活援助事業(自立師 ム)

養護施設等退所後、就職する児童等が
共同生活を営む住居におぃて自立支援
21年度59所 →26年度目標 160か所

養護+乳児+里親+ファミリ̈ホ=ム

21年 3月 末 10.4%
|.■ 26年度目標 16%

※「26年度目標Jは、子ども子育でビジョン

5
施設の定員等の全国計は、平成20年 10月 1日社会福祉施設等調査。里親関係は21年 3月末福祉行政報告例



未定稿
(参考2)児童養護施設の形態の現状

児童養護施設のフ割が大舎制:.また、定員100人を超えるような大規模施設もある。家庭的養護の推
.進

のため、施設の小規模化の推進が必要:                     ・

① 大舎`中舎1小書の現状も
｀
小規模ケアの現状    ‐

寮舎の形態 小規模ケアの形態

小規模
グ

'レ

ー
プケア

地域小規

模児童養

護施設

その他
ク
・ル‐フ

゜

ホーム

保有施設数

(N〓489)

施設数 370 95 114 212 111 55

% 75.8 19.5 23.4 43.4 22.7 11.3

舎数 476 220 444 212 116 98

―舎あたり

定員数
平均 45.65 15。43 8.82 7.27 5。 99 6.06

「

舎あたり

,在籍1昇車数
平均 42:09 14.46 8.36 711‐4 5.81 5.58

職員|■人あたり
児童数※

｀ 平均 4143 3.91 3.39 3.08 2.75 2.59

※ 社会的養護施設に関する実態調査 (平成20年3月 1日現在)、 調査回答施設数489
※「職員1人当たり児童数」は、週40時間に換算したもの。施設においては体日、夜間

の対応も行われていることに留意する必要がある:     ‐  1

※「大舎」 :1舎当たり定員数が20人以上、「中舎」:同 13～ 19人、「小舎」 :同 12人以下

※ 例えば、大舎の寮の中に小規模グルニプケテあ二三ットがぁる場合゙ 小規模グループ
ケアによる定員や在籍児童数は、大舎の定員や在籍児童数から際かれそいる.|■

②定員規模Hu施設数

定員 施設数

― _1_20 _7  .(1.2%)

～  30 51  (9:0%)

～  40 83  (14.6%)

～ 50 128 (2215%)

～  60 89  (15.6%)

～  70 74 (13.0%)

～  80 50   (8.8%)

～  90 35  .(6.2%)

～ 100 20   (3.5%)

～ 110 13   (213%)

～
120 7    (1.2%)

～
150 6    (1. lll)

151～ 6    (1. l1/o)

総 数 569 (100%)

社会福祉施設等調査|

(平成20年 19月 1甲 )  6



(2)事L児院の課題と将来像 未定稿 ,

乳児院の役割        .
甲言葉で言思表示できず一人では生活できなぃ乳幼児の生命を守 り、発達を保障する使命を持つ6

・被虐待児・病虚弱児・障害児等への対応ができる乳幼児の専門的養育機能を持つ。
日早期家庭復帰を視野に入れた保護者支援とアフターケア機能を持つ。
・乳児にっいては、児童相談所から乳児院に一時保護委託を受けることが多く、=時保護機能を持う:
.里親をはじめとする地域の重要な1社会資源としての役割を持つ ‐  ■  1-|  ~ ~  ~

①被虐待・病虚弱・障害など医療・療育の必要
な子の増加

②かかわりめ難しい子あ増加

③かかわりの難しい保護者を含む支援を必要と
する家族の増加

④里親及び季託 した実親への支援め必要性

養育機能をベースとして次の機能を持つ

①リハビリ等を行う医療・療育機能 |

②虐待等で心が傷ついた事L幼児の治療的機能

③子育て支援機能 (育昇相談、ショートス■ィ等)

9親■事統合率澤機辞
`|フ

タ■ケテ‐を含む)

乳児院!=おける養育単位の小規模化  ‐  l      i     :
・乳児院は、小規模施設が多い (定員30人以下が66%)      「
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(夜勤が必要な乳児院では、例えば複数グル■プを1人の夜勤者がみる構造等が必要)
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(3).情緒障害児短期治療施設の課題と将来像
未定稿

情短施設の役割    | |        ‐ ■  i       l
甲虐待経験の影響そ心理的な不調をきたしているなど、情緒行動上の問題を持つ児童に′い理治療や生活

指導を行いt比較的短期間 (現在の平均在園期間2年 4ヶ 月)で治療し、家庭復帰や、里親 :児童養

護施設での養育につなぐ役割。

薪甥穐郷 璽驚亀‐夢ξ埴顧標爾霞管黎種蒲 だ鷺肇艦ら構憮 勇躍瞑配らi絶まが3施
設(平成21年9月 調査)                                       _

※情緒行動上の問題の指標の改善など、概ね良好な治療成績。

今後の課題                    「

①情短施設の設置推進  |         
なぃ児童養護施設で対患している現状にあり、各都道:情短施設が無い地域では1人員配置が十分‐で1

府県に最低 1カ所 (人口の多い地域では複数)の設置が必要。             ,

②短期入所によるレスパイト,と アセスメント機能
口児童養護施設や里親で不適応を起こしている子どものレスパイトの場所としての利用や、アセスメ

ー   ントのための短期利用も有意義 |       :        ‐       ・   |

91      後の支援、家族べの支援のため|三 も:

させることが望まれる。    |    ―:

④情短施設の名称     -1       '
・情緒障害児という言葉を入所児が嫌がること等からt

児童精神科の診療所を併設しt 実
■

充を能機

．

来外
　
／

名称変更が必要との議論がある
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(4)児童自立支援施設の課題と将来像 未定稿

児童自立支援施設の役割  :
ヨ立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「家庭環境
寸象に加え、機能面においても、通所機能、家庭環境の調整機
⊃、非行ケTスペの対応はもとより、他の施設では処遇困難と

鷺忌i筆馨li仄彙雖攀籍纏魯」鱚彙轟粥磐邸裂甍尋璽:γ挿霧彗IIFト
9晋侶                                       襄Rを:そ

の年割
1奮担うため

?量詈詈豊震曇惚譲蹴裏嘗璽肇壕曇8:秀辱積lT?保講響分言により入所する場合もぁり、これらの役割から、都道府県等に

Q馬運雲.暴電ふf                皇:2師理八 、ち載F警能

,①筆ξ鍾舞蜜菫言琶蹄嘉言皇寡璽皇言」集ふ璽1琴する予ギ:?事琴:琴助?た11'

②燿設が蓄蕉樋覇誕で:鰍彗纏翠饉飢蛙1サ
g鶏規盟麗割乱凛胃彗4譜塩壁今的↑琴請

蹴 潔香霞越誘薯墨裏:告ケf≧歪墨置量上王墨墓墨磐肇菫星♀策を経是的企鷲進喜昌2言 f来念塁千支琴?|で
④子どもの立ち直りや社会的自立には、保護者や関係者 1関係機関の理解と協力が不可欠であり、家族との交流・関係調瀬 [チト L・ ハ t痙 _櫂

“
…

30‐狙 ▲ 二 ・ヽエ ワ ‐L_■ _ ニ ユヽ =。 一 一 ― エ ー ーー
 ・ … …  ― … …―― ‐ ―」裂肥望甲翠壼翼国郵鐘聖と

=■=2塾
墨2範盈菌□壁堕ヒ塾重_上室趾盗菫立主登二とが重要

であり、子どもの抱える問題の棟雑さや社会的なニーズに対応していくためには1手厚い人員配置や設備の整備を行うとともに〔職員ハ 吉 田 ■ l‐ ハ 台 Limフ エ ム
^螢 ―  

… … … =ニ ー ー  ‐2“ ‐ ・ ‐ヽ _ ___
三_爾移 慨 HEさ JE葵・ 頸 1じ しな か ら 、 運 冨 と支 援 の 質 を な お ― 層 高 め てい く こ とが 必 要 。

0なお、児童自立支援施設は、引き続き公設公営を中心に運営されると見込まれているが、地域主権
藤瑾饉」〒

とし
下
ヽ公

啓民営も可能となるよう平成23年度から規定改正されるため、その場合はt運営や支援の質の確響
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(5)母子生活
:支

援施設の1課題と将来像
未定稿

:母
子生活支援施設の役割 I

○ 毎子生活支援施設はt当初は、生活に困窮する母字家庭に住む場所を提供する施設であり、「母子

寮」の名称であつたが、平成9年の児童福祉法改正で、施設の目的として「入所者の自事の促進のため
にその生活を支援すること」を追カロし、名称を変更: ` :

〇 近年では、DV被害者や虐待を受けた児童の入所が半数以上を占めるようになり、「母子が一緒に生
~活

しう
~つ

t共に支援を受けることができる唯■の
~児

童福祉施設Iと いう特性を活がしてt保護から菌1立

を支援するための1機能・役割の充実・強化が求められている。

今後充実増強化の求められる機能例

①母に対する支援      J
口自己肯定感の回復をはじめ、生活支援、子育て支援、就労支援など総合的な自立支援を行う
・幼児期の被虐待体験などで保障されなかつた母自身の「育ち」を支援し、良好な母子関係の構築につなげる.

②子,どもに対する支援              |
‐DV被害や虐待を受けた子どもに、関係機関と連携し、生活の基盤を再構築し、学ぶ権利・育つ権利を保障する

1・ 自己肯定感や大入金の信頼の回復を通じ、暴力によらない人間関係の構築を支援する     . ‐

③母子支援による親子関係の再構築:                  1 ‐

:ξ寧叢ff塁重字菅[詈墨象健室裏亀|::暑「臀饗畠チ琴瑾尋Fあ1也薫含理重看需二撃倉言7'  |  ||

9地?進響11埋薄瑠嚢宴妻亀義皇善二し二よな二単裏庭|こ対しを二:ショニトステンニ絹象の臭籠基き長長暮各ぅ

｀
上記の機能を果たすために必要な措置   ―

①職員配置の強化と資質の向上t ②施設の適正1配置と広域利用|の確保、 ③施設間格差の是正
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